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←売主になるかも…

「いえ」は親族に
引き継いでほしい

継承者が
決まっている

住宅を
親族以外に

売却してもよい

今後親族間で
「いえ」の
引き継ぎの

話をする予定だ

様々な事態を
想定して

おきましょう！

売りたいとしても…

すぐに買い手が
見つかるでしょうか？

「いえ」の
使用者として
親族以外は
認めたくない

スタート

は　い は　い は　い

いいえ

いいえ

いいえ

い
い
え

は
　
い

は
　
い

「いえ」と「土地」を一緒に

　買い取ってくれる買い手が

　見つかった！

ルート１

「いえ」を解体すれば、「土地」を　買いたいという人が見つかった！

ルート２

どうしても買い手が見つからない…

ルート３

いいえ
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何があっても
「いえ」は絶対に
残してほしい

は　い

いいえ

何があっても
「いえ」は絶対に
残してほしい

は　い

いいえ

「いえ」の
解体を許可する

は　い

いいえ

継
承
①

継
承
②

継
承
③

継
承
④

売
却
①

売
却
②

放
置

親族が
「いえ」と土地を使用

放置され
空き家になるかも…

親族が
 土地のみを使用

親族が賃貸物件
　として管理

親族が
土地のみを
賃貸として管理

第三者に「いえ」
「土地」売却

第三者に
「土地」のみ売却

賃貸

契約

賃貸

契約

売買

契約

売買

契約
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継
承
①

継
承
②

親族が「いえ」と土地を使用

親族が土地のみを使用

多くの「あなた」　　　が望んでいる「いえ」　　　と「土地」の継承の在り方でしょう。

　想い入れがある「いえ」　　　が、「あたなの親族」　　　によって引き継がれます。

　しかし、今現在は「双方」　　　　　　が合意していたとしても、実際に引き継ぐ時が来た

ら、本当に「あなたの親族」　　　は「いえ」　　　を使用できるでしょうか？よく考えておきま

しょう。場合によっては　　　　　も考えておく必要があります。継承③

「いえ」　　　が老朽化し、「あなたの親族」　　　が快適に生活するためには、多額の改修

費用　　　がかかる場合、「いえ」　　　　を取り壊して「土地」のみを使用する、または

「新しい いえ」　　　　を建てることになるかもしれません。

　「いえ」　　　　を解体するにも多額の費用　　　がかかります。その費用　　　を誰が負

担するのか、よく考えておきましょう。場合によっては　　　　　も考えておく必要があります。

　また、「いえ」　　　　を解体すると、「土地」の固定資産税　　　が高くなります。

お金まわり　　　も含めてよく話し合っておきましょう。

継承④
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継
承
③

継
承
④

親族が
賃貸物件として管理

親族が土地のみを
賃貸として管理

賃貸

契約

賃貸

契約

「いえ」　　　と「とち」は「あなたの親族」　　　が継承しました。しかし「あなたの親族」　

　　はすでに別の家　　　　を所有しており、「いえ」　　　が使われない場合、放置　　　

されてしまいます。有効活用するためには、「誰か」　　　に住んでもらったほうがよいでしょう。

その場合、「あなたの親族」　　　は「いえ」　　　「土地」の大家さんになります。「いえ」　　

の傷みを補修する義務は大家さん　　　にあります。不動産事業者や空き家バンク　　　に

相談し、家具や仏壇等の移動についても考えておきましょう。

「いえ」　　　の傷みがはげしく、そのままでは「新しい使用者」　　　が見つからない場

合、「いえ」　　　　を取り壊して「土地」のみを「第三者」　　　に貸すことも考えられます。

また「あなたの親族」　　　が大家さんになり、「新しい いえ」　　　　を建てて貸すことや、

「第三者」　　　が土地の使用料　　　を払い、「新しい いえ」　　　　を建てることも考え

られます。いずれにせよ、　　　　　同様に大家業は大変です。不動産事業者や

空き家バンク　　　に相談し、家具や仏壇の移動についても考えておきましょう。

　宇城市空き家バンク　　　は、「空き地」を賃貸物件として登録することも可能です。　

継承③
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売
却
①

売
却
②

第三者に「いえ」
「土地」売却

第三者に
「土地」のみ売却

売買

契約

売買

契約

　 宇城市が令和元年度に実施した調査では、「いえ」　　　を引き継いだ人　　　で、「将

来自分、子や孫が使う」という意見よりも、「第三者　　　に売却したい」という意見が多くみら

れました。「あなたの親族」　　　がすでに「いえ」　　　　を所有している場合、「いえ」2軒　

　　　　を管理するのは本当に大変です。「いえ」　　　の傷みが小さい場合、「いえ」　　　

と「土地」を買いたいという人　　　が見つかるかもしれません。「あなたの親族」　　　は売

主となります。不動産事業者や空き家バンク　　　に相談し、家具や仏壇等の移動について

も考えておきましょう。

　「いえ」　　　を引き継いでも、管理しきれず「売却したい」と考えている「親族」　　　もいま

す。しかし、「いえ」　　　の傷みがはげしい場合、なかなか「買い手」　　　が見つからず、10

年以上放置されている「いえ」　　　が非常に多いです。「いえ」　　　の解体には、多額の費

用　　　がかかりますが、「土地」のみであれば「買い手」　　　が見つかる場合もあります。

「あなたの親族」　　　は売主となります。不動産事業者や空き家バンク　　　に相談し、家

具や仏壇等の移動についても考えておきましょう。

　宇城市空き家バンク　　　は、「空き地」を売却物件として登録することも可能です。　
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放
置

放置され
空き家になるかも…

「あなた」　　　の「いえ」　　　は、放置され、将来高い確率で空き家となる「空き家予備

群」です。「いえ」　　　が放置されたままになると、　　　　老朽化が進み、近隣住民へ迷惑

をかける可能性もあります。また、「特定空き家」に認定されると、「あなたの親族」　　　に罰

則金　　　が請求され、「いえ」も強制的に　　　　解体される可能性があります。

　「活用意思 判定フロー」に戻って、「親族以外の方　　　の使用」や、「いえの解体」　　　

を検討することで、新しい活用方法が見えてくるかもしれません。

　　　　　　～　　　　　、　　　　　～　　　　　の場合も、計画通りにいかず、

　　　　　されることも十分考えられます。　「いえ」　　　の継承で悩んだら、宇城市空き家

バンク　　　に相談してください。「いえ」　　　「土地」の登録や、空き家バンク　　　運営

に協力してもらっている、不動産事業者、行政書士といった専門家と「あなた」　　　を繋ぐこ

ともできます。　

継承① 売却① 売却②

放置

継承④
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35%

5%
9%14%

27%

10%

売りたい
貸したい

将来、自分が活用予定
将来、自分の子や孫に相続する予定

予定なし・わからない
その他

空き家を引き継いだ人(N＝315)65歳以上の高齢者のいる世帯(N＝127)

11%
4%

68%

11%
6%
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氏　名

TEL

世帯主との関係 親族 年齢 職業

住　所 済
承
了
人
本

記入日　　　　年　　　　月　　　　日

①

住宅を使用できるか 住宅を使用する時期は検討しているか

住宅をどのように使おうと思っているか
可・不可・分からない

既に持ち家である。

遠方に住んでおり、仕事等の関係上帰ることが困難である。
バリアフリーや改修された物件でなければ使用は難しい。

年 月 日

年 月 日

年 月 日

日付け 参加者 内容
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